
 

 
 

 

 

 

2025 年 1 月 31 日 

 

筑波ポジティブ・インパクト・ファイナンスの取り組みについて 

 

 

筑波銀行（頭取 生田 雅彦）は、三国屋建設株式会社（代表取締役社長 和田 英司）と「筑波ポジ

ティブ・インパクト・ファイナンス」（以下「筑波ＰＩＦ」という）の契約を締結いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

筑波ＰＩＦは、お客さまの事業活動が環境・社会・経済にもたらす影響（インパクト）を分析し、ポ

ジティブなインパクトの拡大とネガティブなインパクトの緩和に向けた取り組みを継続的に支援する

ことを目的としたファイナンスです。 

 

三国屋建設株式会社は、自社の事業活動が環境・社会・経済に与えるインパクトを確認し、「環境負

荷の低減」、「災害から生活を守る」、「安全への取り組み」、「働きやすい職場づくり」の 4つのテーマを

特定しました。それぞれのテーマについて具体的な取り組みと重要業績評価指標（以下「ＫＰＩ」とい

う）を設け、ＫＰＩの達成に向けて取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献していきます。 

 

記 

 

１．契約の概要 

契約日  2024 年 12 月 30 日（月） 

融資金額  300 百万円 

資金使途  設備資金 

 

２．お客さまの概要 

企 業 名  三国屋建設株式会社 

代 表 者  和田 英司 

所 在 地  茨城県神栖市 

設  立  1972 年 5 月 

資 本 金  20 百万円 

事業内容  海洋土木事業・サルベージ事業他 

 

 

 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

 

 

３．インパクト評価

  

  ※評価書

 

本件は、

インパクト金融原則

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から

 ※第三者意見

 

 筑波銀行は、お客さまのサステ

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

発展に貢献してまいります。

 

 

 

．インパクト評価の概要

評価書 ： https://www.tsukubabank.co.jp/ayumi

、筑波銀行が

インパクト金融原則に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から

※第三者意見(R&I) : 

筑波銀行は、お客さまのサステ

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

発展に貢献してまいります。

の概要 

https://www.tsukubabank.co.jp/ayumi

筑波銀行が国連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ

に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から

(R&I) : https://www.r

筑波銀行は、お客さまのサステビリティ

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

発展に貢献してまいります。 

筑波銀行

https://www.tsukubabank.co.jp/ayumi

国連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ

に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）から、第三者意見を

https://www.r-i.co.jp/rating/esg/sustainabilityfinance/index.html

ビリティ経営への伴走支援に取り組み、ＳＤＧｓの目指す「持続的で

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

報道機関のお問合せ先

筑波銀行  

℡ 029

https://www.tsukubabank.co.jp/ayumi-project/sdgs/sdgsloanlist/

国連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ

に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

第三者意見を取得しております。

i.co.jp/rating/esg/sustainabilityfinance/index.html

経営への伴走支援に取り組み、ＳＤＧｓの目指す「持続的で

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

報道機関のお問合せ先

  総合企画部広報室

029－859－8111

project/sdgs/sdgsloanlist/

国連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ

に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

取得しております。

i.co.jp/rating/esg/sustainabilityfinance/index.html

経営への伴走支援に取り組み、ＳＤＧｓの目指す「持続的で

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

報道機関のお問合せ先 

総合企画部広報室 

8111 

project/sdgs/sdgsloanlist/ 

国連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥＰ ＦＩ）が策定したポジティブ・

に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

取得しております。 

i.co.jp/rating/esg/sustainabilityfinance/index.html

経営への伴走支援に取り組み、ＳＤＧｓの目指す「持続的で

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

ＦＩ）が策定したポジティブ・

に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

i.co.jp/rating/esg/sustainabilityfinance/index.html 

経営への伴走支援に取り組み、ＳＤＧｓの目指す「持続的で

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

 

ＦＩ）が策定したポジティブ・

に基づきインパクト評価を行い、その適合性について外部評価機関である株式会社

 

経営への伴走支援に取り組み、ＳＤＧｓの目指す「持続的で

多様性と包摂性のある社会」の実現に向けて、地域になくてはならない銀行として、地域社会の持続的

以  上
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ポジティブ・インパクト・ファイナンス評価書 
 

 

 

 

 

 

 

評価対象企業 ： 三国屋建設株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年 1月 31日 

株式会社筑波銀行 

  



 

 

 

 株式会社筑波銀行（以下、「筑波銀行」という）は、三国屋建設株式会社（以下、「三国

屋建設」という）に対して「ポジティブインパクトファイナンス」（以下、「PIF」という）

を実施するにあたって、三国屋建設の活動が、環境・社会・経済に及ぼすインパクト（ポ

ジティブな影響及びネガティブな影響）を分析、評価しました。 

 分析・評価にあたっては、株式会社格付投資情報センター（以下、「R&I」という）の協

力を得て、国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）が提唱した「PIF原則」およ

び PIF 実施ガイド（モデル・フレームワーク）、ESG 金融ハイレベル・パネルにおいてポ

ジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの

基本的考え方」に則ったうえで、筑波銀行が開発した評価体系に基づいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

三国屋建設創立 50周年を記念して誕生したキャラクターマスコット 

“みっくにー”は海の職人を表しています。 
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１．企業概要 

（１）企業概要・沿革 

 

企業概要 
 

会 社 名 三国屋建設株式会社 

代表取締役社長 和田 英司 

事 業 内 容 
サルベージ、海洋土木、調査・測量、水中検査業務・ハルクリーニング、 

特殊工事 

所 在 地 

本社 茨城県神栖市奥野谷 8083-1 3F 

東京支店 東京都港区西新橋 2-39-8 鈴丸ビル 8F 

千葉支店 千葉県船橋市栄町 2-6-6 

鹿島支店 茨城県神栖市奥野谷 8083-1 

東海支店 茨城県那珂郡東海村村松平原 3135-94 

東北支店 宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 オーロラビル1006号室 

調査測量部 茨城県神栖市奥野谷 8083-1 

銚子営業所 千葉県銚子市新生町 2-2-15 1F 

九州営業所 福岡県福岡市早良区西新 2-8-31 ﾊｲﾗﾝﾄﾞｽｸｴｱ西新 503 

千葉作業所 

関西機材センター 

千葉県千葉市若葉区高品町 1588-1 

兵庫県加西市朝妻町字東山 1153-33 

設立年月日 1972 年 5 月 23 日 

資 本 金 2,000 万円 

従 業 員 数 222 人（2024 年 9 月時点） 

売 上 高 6,929 百万円（2024 年 9月期） 

許 認 可 

建設業許可 国土交通大臣許可（特-５）第 7830号 

（土木、とび、土工、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設） 

測量業者登録国土交通大臣許可 第(10)11944 号 

参加・協賛団体 

日本港湾空港建設協会連合会、日本海上起重技術協会、 

日本潜水協会、全日本漁港建設協会、日本サルベージ協会、 

茨城県建設業協会、日本ビーチ文化振興協会 
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＜新 社 屋＞              ＜いばらき７００＞ 

  

 

 

組織図 
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沿 革 
 

 三国屋建設は、1972 年に東日本における物流の拠点となる鹿島灘に面する鹿島臨海工業地帯に、

社名『三国屋サルベージ株式会社』として創業し、海難船舶の救助・撤去・海洋汚染防止などの海難

救助業務を主軸に置き、専門的な技術をもとに、港湾の建設や河川・湖水における水辺の作業を手掛

け、『日本の海』そして『日本の港』の発展と共に、様々な経験を積み重ねてきた。 

1996 年、その専門的な業務で培われた経験をより活かすため、社名を『三国屋建設株式会社』へと変

更し、主軸をサルベージから海洋建設業へと移行した。関東・東北の各地に事業所を置き、100 隻を超

える社有船舶と 30 余名の社内潜水士を始めとする機動力と技術力をもとに、すべての社員が『水の職

人』となることを目指している。全国津々浦々の海上・海中において『海を造る』匠の会社として、また、不

慮の災害時には『海を守る』力強い防災会社として、地域に、更には、社会に貢献できるよう努めている。

また、『指差呼称』を励行して『安全を第一』に『全てのお客様』へ、『より良い物』を、『無駄なく・工期内

に提供する』ことを目標に、お客様のお役に立てるよう日々尽力している。 

 

会 社 沿 革 

昭和 47年 5 月 千葉県銚子市に三国屋サルベージ株式会社を設立 

昭和 49年 4 月 茨城県神栖町（現神栖市）に鹿島港事務所を開設 

昭和 53年 7 月 
東京都港区虎ノ門に東京事務所を開設 

茨城県東海村に東海事務所を開設 

昭和 60年 11 月 業務拡大のため、本社を茨城県神栖町（現神栖市）に移転 

平成 5年 3 月 茨城本社ビル落成・新社屋にて営業開始 

平成 8年 10 月 土木業務強化のため、社名を三国屋建設株式会社に改称 

平成 14年 5 月 創立 30 年記念行事を挙行 

平成 15年 8 月 特定建設業許可を取得 

平成 15年 9 月 ISO9001:2000 認証取得（本社、東京支店、鹿島支店、東海支店） 

平成 16年 10 月 千葉県船橋市に千葉事務所を開設 

平成 18年 10 月 茨城本社を本社、東京本社を東京支店に改称 

平成 22年 2 月 東海事務所を新築移転 

平成 22年 10 月 千葉事務所、鹿島港事務所、東海事務所を支店に改称 

平成 23年 1 月 千葉支店を同じ船橋市栄町内に拡張移転 

平成 23年 8 月 宮城県仙台市に東北事務所東北支店を開設 

平成 31年 3 月 東京支店を港区西新橋に移転 

令和 4年 5 月 千葉県銚子市に銚子営業所を開設 

令和 5年 4 月 千葉市に東京支店千葉作業所を開設 

令和 5年 9 月 本社新社屋落成、神栖市内に移転 
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（２）事業内容 
 

事業名 事 業 内 容 

サルベージ事業 
船舶の衝突や沈没、座礁といった海難事故の発生に伴い、専門スタッフと

全国の協力会社ネットワークにて迅速な対応を図る 

海洋土木事業 
岸壁・桟橋・防波堤・護岸・浚渫・埋立・裏込め・波浪・浸食対策・地盤

改良工事など、海洋の交通インフラや産業と生活の基盤を整備する 

調査・測量事業 
港湾計画立案のための事前調査、並びに海洋の生態系や環境の現況調

査、工事に関わる障害物探査・構築物の維持調査などを行う 

船体・水中検査 

ハルクリーニング事業 

工事の途中で地中や水中に隠れている目的物が設計通りに施工されてい

るかの検査、艇のハルを綺麗にクリーニングする 

特殊工事事業 
低い橋桁下や河川水面高と変わらない低位置、狭水路での浚渫工事

や、大水深における捨石投入作業を行う 

 

 

 

 

(2)-1-1 

サルベージ事業 

 

海難船舶救助、船骸撤去、油濁防除、海事サーベイ 

 

・船舶の衝突や沈没、座礁といった海難事故の発生に伴い、専門スタッフと全国の協力会社ネットワー

クにて迅速な対応を図っている。近年は貨物の種類が多様化しており、救助や引き揚げ時に予期せぬ

事象が起こることがあるので、当社含めサルベージ各社は、資機材の開発や人財育成・訓練に積極的に

取り組んでいる。 
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(2)-1-2 

防災業務 

 

流出油防除、水域汚染防止 

 

・油の流出事故発生時、的確な防除作業の実施には、油種等の油濁事故情報の把握、的確な初動

体制、適切な資機材選定、統一的な防除方針、事故の状況に応じた対応等が必要となる。当社は、

環境・生態系に影響を及ぼす船舶からの流出油の処理や、残存油抜取りにより、水域の汚染防止に 

貢献している。 

 

     

         流出油防除             汚濁防止工 

 

 

 

(2)-1-3 

海上輸送業務 

 

曳航、交通船・警戒船、特殊船舶運航 

 

・水路を利用する曳航業務は「曳索（曳航索）」あるいは「引き綱」と呼ばれる強度のあるロープ（ワイ

ヤーロープ）を使用し、港湾などで船舶の出入りを補助する。当社は、陸路では運搬が困難な大型橋

梁などの輸送運搬や積卸業務、その他交通船、警戒船、特殊船舶の運航業務を行っている。 

 

      

       PC ポンツーン曳航               橋げた曳航 
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(2)-2-1 

海洋業務 

 

岸壁・桟橋、防波堤・護岸、浚渫・埋立・裏込め、波浪・浸食対策、地盤改良、船舶係留・上架施

設、航路標示施設、波浪・気象観測施設、災害復旧、リニューアル、仮設工 

 

・自然条件に大きな影響を受ける「海洋工事」、特異な環境の中で行われる現場作業。当社は、サル

ベージ業務（海難救助）で養ってきた豊富な経験の基、自社施工を基本理念に人・物・機会を駆使

し、「ニーズにかなう製品」造りを目標に、総力をあげて施工にあたっている。 

物流の拠点となる港湾施設、ヘッドランドや離岸堤などの海岸線保護施設、また船舶安全航行を手助

けする航路標識保守管理業務、さらに波浪観測装置メンテナンスやデータ通信用ケーブルの施設など、

海洋に関連する多様な業務をあらゆる面から支援し、実績を重ねている。 

 

   

  障害物撤去（ガレキ）      Ｌ型擁壁据付        消波ブロック据付 

 

     

    浚  渫          ケーソン据付           杭打ち 
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(2)-2-2 

河川・湖沼業務 

 

防波堤・護岸・岸壁、浚渫、波浪・浸食対策、浄化対策、地盤改良、漁礁・魚道、船舶係留・上架

施設、航路標示施設、水況・水質観測施設、災害復旧、リニューアル、仮設工 

 

・生活に密着した「河川・湖沼」は、水路や漁場、そして憩いの場として広く活用されている。当社は、水

路を維持する浚渫作業、魚の通る魚道や魚の住み家となる漁礁造り、水性植物蘇生や人々の安らぎ

の場所となる親水公園・漁業・交通・レジャーに使用される様々な船舶の係留場所となる桟橋や水質

浄化施設の建設工事を行っている。 

・災害の多発する「河川」では、一度大雨になると洪水や浸食による災害が後を断たず、自然の脅威と

して人々の生活に大きな影響を与えることになる。当社は、洪水対策や災害復旧などの緊急工事に対

応するとともに、河川の維持管理を計画的に行う観測機器や施設の建設など実績を重ねている。 

 

   

   バックホウ浚渫          矢板打抜          護岸築堤 

 

     

  ブロック製作・据付         水質浄化           捨石消波 
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(2)-2-3 

橋梁工事 

 

橋梁下部、橋梁上部、橋梁床版、耐震補強、仮設桟橋、旧橋梁撤去 

 

・当社は、交通の基盤となり、地域の人々の生活に密着した「橋」の橋脚部にあたる下部工、そして橋

梁道路部にあたる上部工の新設や改修、また、地震による影響を見直す耐震補強工事など安心して

通れる橋への改良・維持工事の支援を行っている。 

・近年は、用途変更や老朽化のために、新橋に架け替えられる旧橋の解体撤去工事も、当社の主要

工事のひとつとして実績を増やしている。 

 

     

    旧橋撤去          鋼管基礎打込        上部橋桁設置 

 

     

上部橋桁運搬          下部築造           耐震補強 
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(2)-2-4 

潜水工事 

 

水中溶接溶断、水中コンクリート、水中掘削、捨石均し、観測器類設置 

 

・陸上作業では、大人数の作業者が職種別に分担され施工するのに対し、水中作業では、潜水士が

全職種を行わなければならず、その役割と責任は重要である。そのため、水中における特殊な資格と経

験が必要となる。当社は、常に潜水技術・技能の向上を目指すことはもちろん、より一層安全作業に配

慮している。 

 

     

       水中溶接             水中コアサンプリング 

 

    

       石均し              推進器清掃 
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(2)-3-1 

調査業務 

 

現況調査（陸上・海上・潜水目視）、電位測定、肉厚測定、陽極消耗量調査、潜水（磁気）探

査、柱状採泥、塩分有量調査、ジェットボーリング、調査仮設足場、空撮、水中撮影 

 

・計画立案や現況確認のために行われる調査業務。当社は、生態系や環境、不発弾潜水探査、水

中構造物の維持調査など幅広く業務を行っている。港湾における”維持管理計画書作成の現地調

査”、”老朽化点検調査”、”現況調査”や、漁港における”水産物供給基盤機能保全の現地調査”、海

岸における”海岸保全施設健全度評価の現地調査”等、水域施設においての維持管理や保全を目的

とした現地調査が必要とされる中、その業務を専門的に総括して実施できる限られた業者の一社。 

・また、港湾土木の経験を活かし、様々な港湾施設調査に対応している。専門的な知識を有した職員

や潜水士が現地の調査を実施した目で、図面や評価表等の作成を直接行っている。またセップ船（自

己昇降式作業船）やボーリング櫓・水上足場の組立など調査仮設業務を得意とし、独自の技術により

実績を上げている。 

 

   

    陸上目視調査        海上目視調査        潜水目視調査 

 

   

     電位測定          肉厚測定         陽極消耗量調査 

 

   

磁気探査          ジェットボーリング       空撮（マルチコプター） 
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調査業務 

 

    

  塩分有量調査試料採取     ボーリング足場（SEP）      ボーリング足場 

 

 

(2)-3-2 

測量業務 

 

深浅調査（音響測探器、ナローマルチビーム）、汀線測量、GNSS 測量、変状測量、i-Construction 

 

・深浅測量（音響測探器、ナローマルチビーム）、汀線測量、GNSS 測量、変状測量構造物を建設す

るために行う事前測量や維持管理に伴う経過測量で、海や河川の推進を計測する深浅・汀線測量、

構造物の移動量、変化を確認する基準点測量、及びその他業務支援を行っている。特にナローマルチビ

ームを使用した 3 次元測量や GNSS 測量など、当社の特徴である船舶や潜水を生かした業務を行って

いる。 

 

   

   深浅測量（1 素子）   深浅測量（ナローマルチビーム）     汀線測量 

 

   

    GNSS 測量       変状測量（自動追尾型 TS）    i-Construction 
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(2)-4-1 

水中検査業務 

 

船体・水中検査、売買船に伴う船底調査、生物付着目視調査、その他 

 

・当社は、10の船級協会から認定を受けている水中検査認定事業所。 

NK:日本海事協会、DNV:ノルウェー船級協会、ABS:アメリカ船級協会、LR:ロイド船級協会等。 

・水中の構造物や船底、海底などの調査や検査を行っている。 

 

    

      シーチェスト目視検査             ウェアダウン計測 

  

  

      水中検査業務 

 

 

         ビデオ撮影 

 

 

        プロペラ目視調査 
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(2)-4-2 

ハルクリーニング 

 

ハルクリーニング 

 

・船底、舷、舷側といった、船舶の主たる構造体を指すハル（船体）のクリーニングにより、表面を滑らか

にすることでの航行スピードや燃費の向上、船底の金属部品の腐食防止などに貢献する。 
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(2)-5 

特殊技能 
 

低空間作業（クレーン） 
 

  

テレスコ式クレーン台船による低空間クレーン作業 
 

伸縮式ブームを活かして、低い橋桁下でクラムシェル浚渫やクレ

ーン作業を行っている。 

 

低空間浚渫作業（バックホウ） 
 

  

特殊艤装バックホウ台船による低空間浚渫作業 
 

河川水面高と変わらない低位置に、バックホウを配備して、可

能な限り機械高さを下げ、低空間における浚渫作業を行って

いる。 

 

狭水路作業（バックホウ） 
 

  

特殊艤装バックホウ台船による狭空間浚渫作業 
 

陸送また廻航した組台船や小型船を連結して、バックホウを搭

載して、狭水路における浚渫作業を行っている。 

 

大水深における捨石投入作業 
 

 

艤装した DP 船（自動船位変動船）を母船に、水深

100m を超える大深度に、マルチビームで海底地形を把握

し、捨石を投入している。 

 

アースアンカー打込作業 
 

  

陸上からの施工が困難な岸壁や護岸に、ミニセップ船を使用し

て水上からアースアンカーを打込んでいる。 
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(2)-6 

保有船舶・機器 

船舶  

自航式起重機船  

 いばらき 700 
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喜宝号 

  

  

がりょう 

  

 

 

クレーン付台船 

 

 晴海 

  

 蒼海 

  

  

 

作業船 

 

 第２東海 

  

 海栄 
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潜水士船 

 第３港進丸 

  

 東翔 

  

 

 

バックホウ台船 

 

 Ｄ／Ｂ３０３ 

  

 常磐 

  

  

 

自己昇降式足場台船(ミニセップ船) 

 

組立式台船 

 ＳＥＰ―１０ 

 

  

 ＳＤ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

積台船 

 

土運船 

 Ｄ／Ｂ３０１ 

  

 Ｕ／Ｂ３０６ 

  

 

 

伸縮式鋼製櫓 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 ＲＯＶ（水中ＴＶカメラロボ） 
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（３）経営戦略におけるサステナビリティ 

(3)-1 企業理念 

 三国屋建設は、経営理念に『「三国屋建設」と自信を持って言える会社に!!』、経営方針に『安

全・技術・機動性を基盤とした海洋工事の専門会社』、『地域社会・お客様・協力会社および社

員からの信頼を得て安心される会社』、『将来に渡り、堅実で安定した健全な会社』を掲げている。 

この経営理念・経営方針のもと、地元茨城県を始め海洋・港湾に関連する機関・企業から必要と

されている会社であることを自負し、技術・安全・品質・コンプライアンスに於いて、お客様を裏切る事

の無い業務への取り組みを継続している。 

 

＜経営理念＞ 

「三国屋建設」と自信を持って言える会社に!! 
 

＜経営方針＞ 

『安全・技術・機動性を基盤とした海洋工事の専門会社』として 

 

・安全に対する社員意識および設備を向上させる。 

・三国屋建設オンリーワンの新技術を確立させる。 

・社員の技術レベル向上を図る。 

・河川・港湾・海洋に関わる工事・調査の専門性をより強調させる。 

・災害時にいち早く対応できる機動性を保持させる。 

『地域社会・お客様・協力会社および社員からの信頼を得て安心される会社』を目指し 

 

・お客様「発注者・元請」から安心して任される仕事を行う。 

・社員・協力会社が会社を信じて安心して業務を行える環境を作る。 

（働き方・ハラスメントに注力して、働きやすい労働環境を確立させる。） 

・海洋、地域社会から信頼されるよう、社会貢献活動を継続させる。 

（SDGS に代表される環境に配慮した日常業務を念頭にする。） 

『将来に渡り、堅実で安定した健全な社会』となる。 

 

・コンプライアンス「法令」を遵守し、リスク管理、安定した業績を継続させる。 

・無駄な経費・外注を抑制し、安定した利益の確保と経営基盤の強靭化を図る。 

・社員およびその家族が、安心して仕事に向え、笑顔で帰宅できる仕事場を作る。 

・ベテラン社員・中堅社員・若年社員の相談・指導が円滑に出来、技術継承が進む 

 組織を作る。 

・将来、を現役引退するまで安心して勤められる環境（勤労条件・待遇・補償）を 

 整える。 
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 また三国屋建設は、2023 年 4 月 1 日付 SDGs 宣言を実施し、「環境負荷の低減」、「災害か

ら生活を守る」、「安全への取り組み」、「働きやすい職場づくり」を重点的な取組テーマに掲げ、誰ひ

とり取り残さない持続可能な社会の実現に向け、掲げたテーマの達成に向けて行動している。 
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(3)-2 社員教育・雇用について 

①社員教育 

 三国屋建設は、コンプライアンス（法令）を理解し、自らの行動に自信と責任を持って業務に当

たれる社員、これからの海洋関連業務を担える技術者の育成に取り組んでいる。 

 その中で、経営理念や SDGs 宣言の達成に向けて階層別研修（新入社員及び 3 年目、5 年

目）による若手社員の早期戦力化と効果的な人財育成、重要資格のひとつとしている土木施工

管理技士受験者へのアプリ提供など、IT を活用した自己啓発のサポートにも取り組んでいる。 

 

主な資格保有者 

資 格 名 取 得 者 数（重複含む） 

1 級土木施工管理技士 ５７名 
８４名 

2 級土木施工管理技士 ２７名 

1 級建設機械施工技士 １２名 
２６名 

2 級建設機械施工技士 １４名 

1 級舗装施工管理技術者 ２名 
５名 

2 級舗装施工管理技術者 ３名 

港湾海洋調査士 ２名 

海上工事施工管理技術者 １名 

海上起重基幹技能者 ２５名 

海上起重作業管理技士 ３０名 

測量士 １０名 

測量士補 ２０名 

潜水士 １３６名 

特定潜水士 ６名 

1 級港湾潜水技士 １５名 
２１名 

2 級港湾潜水技士 ６名 

3 級海技士 ３名 
７名 

5 級海技士 ４名 

小型船舶操縦士 １１７名 

移動式クレーン運転士 ５１名 

衛生管理者 １０名 

建設経理事務士 2 級 ４名 

１１名 建設経理事務士 3 級 ４名 

建設経理事務士 4 級 ３名 

合   計 ５６２名 
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②雇用 

 三国屋建設は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・公表し、

従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含め

た多様な労働条件の整備などに取り組んでいる。 
 

一般事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法） 

 

【計画期間】 2023 年 4月 1 日 ～ 2025 年 3月 31 日 

 

【目標】 

・年次有給休暇の一人当たり各個人の取得率を 50%以上とする（繰越日数を含まない） 

・ノー残業デーを、自分で月 1回設定し、ノー残業を実施する 

・若年者に対するインターンシップ等の職業体験機会の提供 

・育児休業に伴う諸制度の周知 

【対策】 

・有給奨励月間ポスターの掲示と有給奨励日を設定 

・毎月達成状況を報告し、意識付けを行う 

・高校、大学等に開催日の周知を行い開催する 

・社内チャット等を使用し、制度の情報提供を行う 

 

 

 また、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画も策定・公表し、女性の個性と能力を十

分に発揮できる社会の実現にも取り組んでいる。 
 

一般事業主行動計画（女性活躍推進法） 

 

【計画期間】 2022 年 4月 1 日 ～ 2025 年 3月 31 日 

 

【目標】 

・技術職の女性を 5人から 8人以上にする 

【対策】 

・女子学生が応募しやすいように、求人案内等に女性が活躍していることが分かりやすいように 

工夫する 

・女子学生の応募があった場合には、極力、現場で活躍する女性の生の声を届ける 

・インターンシップを開催し、現場で活躍する女性を同行させる 

 もしくは働いている現場を体験してもらう 

・職員にヒアリングを実施する 
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さらに、全国健康保険協会茨城支部からの「健康づくり推進事業所認定証」や、同会船員保険 

 部からの「船員の健康づくり宣言エントリー証」を受け、従業員に対する健康管理および健康経営への 

取り組みにも努めている。 
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 (3)-3 安全への取り組み 

 

全社安全目標 

重大災害 “発生件数ゼロ件” 

 

安全を振り返る日 

 8 月 14 日 

 1 月 26 日 

船舶災害防止の日 

潜水災害防止の日 

 

事故再発防止への決意（安全推進目標） 

 １．我々は、全てに安全を最優先します 

 １．我々は、自ら決めたルールを守ります 

 １．我々は、社会に貢献する会社を目指します 

 

５つのアクション 

 １．指差呼称の実施 

 １．３・３・３運動および３・３・３行動の励行 

 １．互いに声を掛け合う 

 １・気持ちの良い仕事をする 

 １・次の事を常に考えて仕事をする 

 

３・３・３・運動 

 １．危険を察知して 

 １．一旦確認して 

 １．間をとる 

（玉掛時：３ｍ離れて） 

（玉掛時：３０ｃｍ地切りして） 

（玉掛時：３秒待つ） 

  

３・３・３行動 

 １．妥協しない 

 １．見過ごさない 

 １．放置しない 

（安全にはとことん対策する） 

（他人の不安全行動を見過ごさない） 

（不安全設備や不要物など放置しない） 
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(3)-4 社会貢献活動 

 三国屋建設は、地域活性化・環境保護・担い手育成・従業員満足度の向上・健康促進などを目的

に、社会貢献活動を継続して行っている。 

具体的には、神栖市日川浜海水浴場の海岸清掃、五洋建設主催での不要になった本や音楽 CD・映

画DVDの寄付によるアジアの子供たちへの教育と自立の支援、神栖市や東海村の社会福祉協議会へ

の使用済み切手などの預託、関係各所との合同開催による地元海洋高校への出前講座などが挙げら

れる。 

また筑波銀行からの寄贈サービス付私募債を利用し、同社とゆかりのある高等学校へ寄贈を定期的

に行うなど、教育現場の環境向上や次世代を担う人財の育成も含め、地域貢献に努めている。 

 

名称 第 14 回無担保社債 

 

起債日 2023 年 5 月 25 日 

寄贈先 茨城県立神栖高等学校 

寄贈品 吊り下げ式スクリーン 

 

名称 第 13 回無担保社債 

起債日 2022 年 5 月 25 日 

寄贈先 茨城県立海洋高等学校 

寄贈品 モニター・ダイビング用品 

名称 第 12 回無担保社債 

起債日 2020 年 9 月 25 日 

寄贈先 茨城県立海洋高等学校 

寄贈品 水中デジカメ・ダイビング用フィン 

名称 第 11 回無担保社債 

起債日 2020 年 6 月 30 日 

寄贈先 茨城県立水戸工業高等学校 

寄贈品 ノート PC・ソフト 

名称 第 8 回無担保社債 

起債日 2017 年 3 月 27 日 

寄贈先 茨城県立海洋高等学校 

寄贈品 潜水スーツ 
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２．インパクト分析 

 

(1)バリューチェーン分析 

 三国屋建設は、国土強靭化に関わる港湾・河川等の維持修繕および改良・耐震工事や洋上風力

発電所関連事業を中心とした海洋土木工事、海難救助・船骸撤去を中心としたサルベージ事業、港

湾計画立案のための事前調査や海洋の生態系・環境の現況調査などの調査・測量業務を行っている。 

 

 

 

 

 

 

以上のバリューチェーン分析を踏まえて、インパクトマッピングを実施する。 

  

川上の事業 同社の事業 川下の事業

建設資材等 海洋土木工事

製造業者 サルベージ事業

調査・測量

建設機材等

製造業者

船舶・建機の 外注先

リース 協力会社

官公庁

民間企業
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(2)インパクトマッピング 

 前述のバリューチェーン分析の結果をもとに、同社並びに川上の事業を国際標準産業分類(ISIC)上の

業種カテゴリに適用させた上、UNEP FIが提供するインパクトレーダーを用いて「ポジティブインパクト」(以下

「PI」)、「ネガティブインパクト」(以下、「NI」)を確認した。 

 

＜川上・川下＞ 

 

業種コード

業　　種

大分類 インパクトエリア インパクトトピック PI NI PI NI PI NI PI NI

紛　　争 〇〇

現代奴隷 〇〇

児童労働 〇〇

データプライバシー

自然災害 〇〇

健康及び安全性 ー 〇〇 〇〇 〇 〇 〇

水 〇〇

食　　糧

エネルギー 〇〇

住　　居

健康と衛生

教　　育

移動手段 〇〇

情　　報

コネクティビティ

文化と伝統 〇〇

ファイナンス 〇〇

雇　　用 〇 〇 〇 〇

賃　　金 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇

社会的保護 〇 〇 〇

ジェンダー平等 〇

民族・人種平等 〇

年齢差別 〇

その他の社会的弱者 〇

法の支配 〇〇

市民的自由 〇〇

セクターの多様性 〇〇

零細・中小企業の繁栄 〇 〇 〇

インフラ ー 〇〇

経済収束 ー 〇〇

気候の安定性 ー 〇 〇〇 〇〇 〇

水　　域 〇 〇〇

大　　気 〇 〇〇 〇〇

土　　壌 〇〇

生　物　種 〇〇 〇〇

生　息　地 〇〇

資源強度 〇〇 〇〇

廃　棄　物 〇 〇 〇〇 〇 〇

3510

発電・送電・配電業

資源とサービスの

入手可能性、

アクセス可能性、

手ごろさ、品質

生計

平等と正義

社

会

経

済

強固な制度・

平和・安定

健全な経済

5224

貨物運送取扱業

川上 川下

※マッピング中の「〇〇」は重要な影響があるインパクトエリア/トピック、「〇」は影響があるインパクトエリア/トピックを示している。

バリューチェーン

国際標準産業基準
一般公務

84113011

船舶及び浮遊建造物

製造業

自

然

環

境

生物多様性と

生態系

サーキュラリティ

社

　

　

会

人格と人の

安全保障
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＜当社＞ 

 

 

①当社の川上および川下の事業において発現した主なポジティブインパクトは、社会面では「エネルギー」 

「移動手段」等、社会経済面では「インフラ」「零細・中小企業の繁栄」等、自然環境面では「大 

気」等となっている。洋上風力プロジェクト参画による「エネルギー」、海洋土木やサルベージ事業による「移 

動手段」など、特に強いポジティブインパクトが発現している。 

業種コード

業　　種

大分類 インパクトエリア インパクトトピック PI NI PI NI PI NI

紛　　争

現代奴隷 〇〇

児童労働

データプライバシー

自然災害 〇〇

健康及び安全性 ー 〇〇 〇 〇

水

食　　糧

エネルギー

住　　居

健康と衛生

教　　育

移動手段 〇

情　　報

コネクティビティ

文化と伝統 〇

ファイナンス

雇　　用 〇 〇 〇

賃　　金 〇 〇〇 〇 〇 〇

社会的保護 〇 〇 〇

ジェンダー平等

民族・人種平等 〇〇

年齢差別

その他の社会的弱者 〇〇

法の支配

市民的自由

セクターの多様性

零細・中小企業の繁栄 〇 〇

インフラ ー 〇〇

経済収束 ー

気候の安定性 ー 〇〇

水　　域 〇

大　　気 〇

土　　壌 〇〇

生　物　種 〇〇 〇〇

生　息　地 〇〇

資源強度 〇〇

廃　棄　物 〇〇 〇 〇

社

会

経

済

強固な制度・平和・安定

健全な経済

5222

水運に附帯するサービス活動

※マッピング中の「〇〇」は重要な影響があるインパクトエリア/トピック、「〇」は影響があるインパクトエリア/トピックを示している。

バリューチェーン

国際標準産業基準 他に分類されないその他の専門、

科学及び技術サービス業

74904290

その他の土木工事業

当　　社

自

然

環

境

生物多様性と

生態系

サーキュラリティ

社

　

　

会

人格と人の

安全保障

資源とサービスの入手可

能性、アクセス可能性、

手ごろさ、品質

生計

平等と正義
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②当社の事業において発現した主なポジティブインパクトは、社会面では「移動手段」「雇用」「賃金」、

社会経済面では「零細・中小企業の繁栄」「インフラ」となっている。そのほか、マッピングには現れていない

ものの、「自然災害」のポジティブインパクトをもたらしていると考えられる。また自然環境面ではマッピング

には現れていないものの、「水域」のポジティブインパクトをもたらしていると考えられる。また発現しているイ

ンパクトエリア/トピックの中でも、当社の事業に関連の薄い項目については今回分析の対象外とする。 

 

インパクトエリア/トピック ポジティブインパクト要因 

自然災害 

海洋業務、河川・湖沼業務、橋梁工事などで自然災害の脅威に備え、

港湾や地域の強靭性(レジリエンス)向上に貢献することで、PI拡大を図って

いる。 

エネルギー 

信頼できる近代的エネルギーサービスへの普遍的アクセス確保が求められて

いる。当社は、洋上風力プロジェクト参画を通して持続可能なエネルギー創

出に貢献することで、PI 拡大を図っている。 

移動手段 

海運の安全・安心、また持続可能なインフラ整備が求められている。当社

は、海洋土木工事やサルベージ事業を通じてインフラ向上に貢献すること

で、PI 拡大を図っている。 

雇用 

地域雇用の創出と人々が生産的な業務に従事できる環境整備が求めら

れている。当社は、一般事業主行動計画の策定・遂行など、永く勤続で

きる体制整備に努め、PI 拡大を図っている。 

賃金 

適正な生活水準を確保できる賃金の支払いによるワークライフバランス実現

への貢献が求められている。当社は、適切な賃金体制確立により、PI拡大

を図っている。 

零細・中小企業の繁栄 

当社の事業継続により、地域や地元事業者全体の繁栄ひいては地域経

済発展への貢献が求められている。当社は、事業パートナーとの取引深耕・

共存共栄に努め、地域活性化に貢献することで、PI 拡大を図っている。 

インフラ 

海運インフラなど重要なサービスを提供し、社会の機能と経済の繁栄に貢

献することが求められている。当社は海洋土木等を通じたインフラ整備に貢

献することで、PI 拡大を図っている。 

水域 

サルベージ事業や流出油防除、水域汚染防止事業を通じて、海難事故に

よる環境や生態系に及ぼす影響の除去・抑制に取り組み、環境保全に貢

献することで、PI 拡大を図っている。 

【対象外とするインパクトエリア/トピック】 

なし 

 

  



 

30 

 

 

③当社の川上および川下の事業において発現した主なネガティブインパクトは、社会面では「健康及び安 

全性」「賃金」等、自然環境面では「気候の安定性」「大気」等となっている。また社会経済面では特段

のネガティブインパクトは見られない。 

④当社の事業において発現した主なネガティブインパクトは、社会面では「自然災害」「健康及び安全性」

「賃金」「社会的保護」、自然環境面では「気候の安定性」「水域」「大気」「土壌」「生物種」「生息地」

「資源強度」「廃棄物」となっている。また社会経済面では特段のネガティブインパクトは見られない。尚、 

「賃金」についてポジティブインパクトよりもネガティブインパクトが強く発現しているのは、当社及び川上の 

業種において、潜在的な低収入や不定期収入といったことが起こりやすいことなどが挙げられる。当社は

協力会社の活動にも関心を持ち対話を図ることで、ハラスメント防止や劣悪な労働環境・低賃金労働

の防止など、サプライヤーを含めた社会面全般のネガティブインパクトの低減に努めている。 

また発現しているインパクトエリア/トピックの中でも、当社の事業に関連の薄い項目については今回分析

の対象外とする。 

 

インパクトエリア/トピック ネガティブインパクト要因 

健康及び安全性 

従業員の健康状態を労働環境によって低下させる可能性がある。当社

は、健診 100%など従業員の健康に配慮した取り組みにより、NI 低減を

図っている。 

賃金 

従業員とその家族の適正な生活水準が確保されない可能性がある。当

社は、適切な賃金体体系、雇用形態等構築することで、NI 低減を図っ

ている。 

社会的保護 

ライフサイクルを通じて社会保障を従業員が十分に受けられない可能性

がある。当社は、適切な福利厚生や雇用形態等を構築することで、NI

低減を図っている。 

気候の安定性 

各種施工において、CO2 排出量が多くなる可能性がある。当社は、環

境に配慮した船舶など、環境配慮がなされた設備機器の導入を進めるこ

とで、NI 低減を図っている。 

大気 

船舶由来のNOx排出などにより、大気汚染に影響を及ぼす可能性があ

る。当社は、環境に配慮した船舶など、環境配慮がなされた設備機器の

導入を進めることで、NI 低減を図っている。 

資源強度 
各種施工において、資材を大量消費する可能性がある。当社は、資材

の有効活用を進め、NI 低減を図っている。 

廃棄物 
各種施工において、廃棄物が大量に発生する可能性がある。当社は、

資材の有効活用を進め、NI低減を図っている。 

【対象外とするインパクトエリア/トピック】 

「現代奴隷」「文化と伝統」「自然災害」「民族・人種平等」「その他の社会的弱者」「水域」「土壌」「生

物種」「生息地」  
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(3)インパクトニーズ 

 

(3)-1 国内におけるインパクトニーズ 

 三国屋建設が事業活動を行う地域における SDGs のニーズとの整合性を確認するため、持続可

能な開発ソリューションネットワーク（SDSN）が発表する「持続可能な開発レポート」に掲載されている

各国の SDGs ダッシュボードを参照し、インパクトニーズを評価する。 

三国屋建設の事業範囲は日本国内に限られているため、日本におけるインパクトニーズを対象と

した。 

SDGs のゴール毎の進捗状況を確認する方法として、ゴールが緑色で表示されている場合は達成済

みであり、黄色、オレンジ、赤の順に課題の深刻度が大きいことが示されている。 

今回特定されたインパクトに関連する SDGs のゴールは「5，7，8，9，13，14」であり、多くのゴー

ルが黄色、オレンジ、または赤色に分類されている。従って、三国屋建設のインパクトは国内のニーズと

整合していると考えられる。 
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(3)-2 地域におけるインパクトニーズ 

以下では、三国屋建設の事業活動から特定したインパクト領域と、地域の課題やニーズの関連性を

分析する。 

茨城県は、2022年度からの県政運営の基本方針「第2次茨城県総合計画」において、「活力があり、

県民が日本一幸せな県」を基本理念とし、「Ⅰ 新しい豊かさ」「Ⅱ 新しい安心安全」「Ⅲ 新しい人財

育成」「Ⅳ 新しい夢・希望」という 4つのチャレンジを柱にした政策・施策を展開している。 

同社の活動において、「環境負荷の低減」に取り組むことは「Ⅰ 新しい豊かさ」、「災害から生活を守

る」や「安全への取り組み」に取り組むことは「Ⅱ 新しい安心安全」、「働きやすい職場づくり」を推進する

ことは「Ⅲ 新しい人財育成」「Ⅳ 新しい夢・希望」に各々貢献することにつながる。 

以上から、同社のインパクトは地域のニーズと整合していると評価できる。 
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(4)テーマの設定 

 特定したインパクト領域において、PIの拡大とNIの緩和につながり、かつ三国屋建設の持続可能な経

営を高めるテーマとして、下記 4 テーマ及びそれに対応する取り組み内容を設定した。 

なお、それぞれテーマが対応するインパクト領域と設定する KPI は次章で詳細に解説する。 

 

テーマ 取り組み内容 インパクトエリア/トピック 

自然環境 

（環境負荷の低減） 

・脱炭素の推進 

・海洋/水質汚染の防止 

・エネルギーの効率化(GHG排出量削減) 

エネルギー(PI) 

気候の安定性(NI) 

大気(NI) 

社会経済 

（災害から生活を守る） 

・「海を作る」「海を守る」という使命の遂行 

・海洋/河川インフラの強靭化 

・社会の持続性向上への貢献 

自然災害(PI) 

インフラ(PI) 

水域(PI) 

社会 

（安全への取り組み） 

・重大災害発生件数ゼロ 

・安全大会の開催/現場パトロールの実施 

・PDCA サイクルに基づく安全対策 

雇用(PI) 

健康および安全性(NI) 

社会 

（働きやすい職場づくり） 

・有給休暇取得率向上/ノー残業デー設定 

・健康増進への取り組み 

・多様性に配慮した職場づくり 

雇用(PI) 

健康及び安全性(NI) 
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(5)意図するインパクト 

本 PIF の取り組みと筑波銀行におけるサステナビリティの方向性との整合性を確認する。 

筑波銀行は、国連が定めた「持続可能な開発目標 SDGs」の趣旨に賛同し、コーポレートスローガ 

ン「地域のために 未来のために」のもと、多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、地域になくては 

ならない銀行として、地域社会の持続的発展に貢献していく活動を行っている。 

本 PIF の取り組みに際し特定した同社のインパクトである「環境負荷の低減」については、「筑波銀 

行 SDGs 宣言」のテーマ「2-1」と、「災害から生活を守る」については、同「1-2」と、「安全への取り組 

み」については、同「1-2」と、「働きやすい職場づくり」については、同「3-3」と親和性があり、相互に協 

力しあうことで「環境」「社会」「経済」の 3 つの側面に渡り持続可能な開発に関する枠組みとして、良 

質な効果が発生するものと思料される。 

以上から本 PIF の取組みは追加性のあるポジティブインパクト創出支援を行うものであり、その本源 

的目的との合致を確認したうえで、SDGs達成に向けた資金需要と資金供給とのギャップを埋めること 

を目指すものである。 

 

 

 

  



 

35 

 

 

３．インパクトの評価 

 

 ここでは、特定したインパクトの発現状況を今後も測定可能なものにするため、先に特定したインパクト

に対し、それぞれに KPI を設定する。 

 

（1）環境負荷の低減 

項 目 内  容 

インパクトの種類

およびカテゴリ 

【ポジティブインパクトの拡大】 

 エネルギー 

【ネガティブインパクトの緩和】 

気候の安定性、大気 

影響を与える 

SDGs 

 

  

（主なターゲット） 

ターゲット 7.2 

 2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を拡大させる。 

ターゲット 13.1 

 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性(レジリエンス)及び適応

の能力を強化する。 

KPI / 目標 

①売上高 1百万円あたりの燃料使用量 

・軽油：18.16L、ガソリン：18.80L（各々2029 年 9 月期まで） 

直近実績 軽油：30.26L、ガソリン：31.33L（2023 年 9 月期） 

②洋上風力発電プロジェクトへの参画 

・累計 8 プロジェクト（2025年度から 2029 年度） 

直近実績累計 1 プロジェクト（2024 年 9月期） 

③環境配慮型船舶※1の導入割合 

・80%（2029 年 9 月期まで） 

直近実績 41%（29 隻／全体 70 隻）（2024 年 9月期） 

※1 : 環境対策型エンジン搭載船(NOx 抑制型・省燃費型・電子燃料制御型)、バイオ燃料使用船、 

   ソーラーパネル・蓄電システム設置船 

具体的な 

取り組み 

・環境に配慮した船舶の導入や入れ替え 

・船体のデザインについて低燃費型船体の採用 

・バイオ燃料の有効活用、船体摩擦削減 
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項 目 内  容 

具体的な 

取り組み 

・洋上再生可能エネルギー建設工事に係る新技術の導入 

・洋上風力発電建設に係る人員輸送の効率化、安全性の確保 

・水中部の可視化及び遠隔操作による作業効率化 

・CTV(洋上の風力発電施設等へ作業員を輸送する高速船舶)の導入 

 

 

（2）災害から生活を守る 

項 目 内  容 

インパクトの種類

およびカテゴリ 

【ポジティブインパクトの拡大】 

自然災害、インフラ、水域 

影響を与える 

SDGs 

 

   

（主なターゲット） 

ターゲット 9.4 

 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロ 

 セスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての 

 国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

ターゲット 11.2 

 2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に

配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全

かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 

ターゲット 14.2 

 2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靭性

(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現す

るため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 

KPI / 目標 

④サルベージ（海難救助）関連の受注件数 

・累計 10件（2025 年度から 2029 年度） 

直近実績 2件（2024 年 9 月期） 

⑤国土強靭化に資する工事※2の受注金額 

・5,000 百万円（2029 年 9月期まで） 

直近実績 3,959 百万円（2024 年 9 月期） 

※2 : 港湾・河川・湖沼・橋梁等における建設・維持・修繕・改良・耐震・護岸工事 
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項 目 内  容 

具体的な 

取り組み 

・従業員の技能向上、次世代を担う従業員への技術継承 

・水中の構造物の調査や点検が行える船舶や閉塞された水域(ダム・河川・湖・

沼等）での工事・調査作業が可能な水中ドローンなど新たな設備の導入、特

許技術の活用 

 

 

（3）安全への取り組み 

項 目 内  容 

インパクトの種類

およびカテゴリ 

【ポジティブインパクトの拡大】 

雇用 

【ネガティブインパクトの緩和】 

健康および安全性 

影響を与える 

SDGs 

 

 

（主なターゲット） 

ターゲット 8.8 

 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労 

 働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 

KPI / 目標 

⑥安全への取り組み 

・重大災害※3発生件数ゼロ 

直近実績 過去 5 年以上 0 件 

※3 : 休業 3 日以上の人身災害、大規模公衆災害 

⑦専門資格※4保有者 

・130 名（2029 年 9 月期まで：重複含む） 

直近実績 110名（2024 年 9 月期：重複含む） 

※4 : 1,2 級土木施工管理技士、1,2 級建設機械施工技士 

具体的な 

取り組み 

・安全活動の推進 

・安全大会の開催 

・施工検討会や現場パトロールの実施、第三者の検証 

・PDCA サイクルに基づく活動の徹底 

・IT を活用した自己啓発のサポート 
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（4）働きやすい職場づくり 

項 目 内  容 

インパクトの種類

およびカテゴリ 

【ポジティブインパクトの拡大】 

雇用 

【ネガティブインパクトの緩和】 

健康及び安全性 

影響を与える 

SDGs 

 

   

（主なターゲット） 

ターゲット 5.1 

 あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 

ターゲット 8.5 

 2030 年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用 

 及び働き甲斐のある人間らしい仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成 

 する。 

KPI / 目標 

⑧有給休暇取得率 

・70％（2029 年 9 月期まで） 

直近実績 43.2%（2024 年 9 月期） 

⑨ノー残業デー実施回数 

・月 2 回/人：実施率 100%（2029 年 9 月期まで） 

直近実績 月 1回/人：実施率 100%（2024年 9 月期） 

⑩女性が活躍できる職場づくり 

・女性技術職者 12 名（2029 年 9 月期まで） 

直近実績 4名（2024 年 9 月期） 

具体的な 

取り組み 

・柔軟な勤務制度の整備 

・多様性に配慮した職場づくり 

・有給休暇取得率向上、ノー残業デーの実施 

・有休取得や健康増進のモニタリング 
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4．マネジメント体制 

 

三国屋建設では、本 PIFに取り組むにあたり、和田代表取締役社長を最高責任者として、会社の 

理念や方針、それらに基づく制度や活動を整理し、自社の事業活動が環境・社会・経済に与えるイン 

パクトを確認し、SDGs との関連性や KPIの設定について検討を重ねた。 

本 PIF 実行後においても、和田代表取締役社長を中心に全社員でポジティブインパクトの創出・拡 

大、ネガティブインパクトの抑制・緩和に取り組む。 

また取り組みの目的や意義を社内へ浸透させ、KPI の達成に向けて活動を実施していく。 

 

責任者 和田 英司（代表取締役社長） 

プロジェクトリーダー 和田 英司（代表取締役社長） 

銀行に対する報告担当者 金井 基樹（総務部 事務課長） 
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5．筑波銀行によるモニタリング 

 

本件で設定した KPI の進捗状況は、筑波銀行の担当者が年 1 回以上、同社との対話を設けること

で確認する。具体的には、同社（あるいは同グループ）は資料提出あるいは口頭により筑波銀行へ報

告し、筑波銀行は KPI の達成状況を検証して当初想定と異なる点があった場合など、同社に対して適

切な助言・サポートを行い、KPI の達成を継続して支援する。 

モニタリング期間中に達成した KPIについては、達成後もその水準を維持・向上していることを確認する。

なお経営環境の変化などにより KPI を変更する必要がある場合には、筑波銀行と同社で協議の上、再

設定を検討する。 
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【留意事項】 

１．本評価書の内容は、筑波銀行が現時点で入手可能な公開情報に加え、三国屋建設から 

  提供された情報や同社への事業に関するヒアリングを通じて収集した情報に基づいて、現時 

  点での状況を評価したものであり、将来における実現可能性、ポジティブ要素の成果およびネ 

  ガティブ要素の抑制等を保証するものではありません。 

２．筑波銀行が本評価を作成するために活用した情報は、筑波銀行がその裁量等により信頼で

きると判断したものではあるものの、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけ

ではありません。筑波銀行は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性および特定

目的への適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明または保証する

ものではありません。 

３．本評価書に関する一切の権利は筑波銀行に帰属します。評価書の全部または一部を自己

使用の目的を超えての使用（複製、改変、翻案等を含みます）は禁止されています。 
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筑波銀行 ポジティブインパクトファイナンス 2025年 1月 31日 

三国屋建設株式会社 サステナブルファイナンス本部 

担当アナリスト：石井 雅之 
 
格付投資情報センター（R&I）は筑波銀行が三国屋建設に対して実施するポジティブインパクトファイナンスに

ついて国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）が制定したポジティブインパクト金融原則（PIF原則）に適合
していることを確認した。 

R&I は別途、筑波銀行のポジティブインパクトファイナンス実施体制が PIF 原則に適合していることを確認して
いる 1。今回のファイナンスに関して筑波銀行の調査資料の閲覧と担当者への質問を実施し、実施体制の業務
プロセスが PIF原則に準拠して適用されていることを確認した。 

筑波銀行が実施するインパクトファイナンスの概要は以下のとおり。 
 

(1) 対象先 

社名 三国屋建設株式会社 

所在地 茨城県神栖市 

設立 1972年 5月 

資本金 2,000万円 

事業内容 サルベージ、海洋土木、調査・測量、水中検査業務・ハルクリーニング、 

特殊工事 

売上高 6,929百万円（2024年 9月期） 

従業員数 222名（2024年 9月時点） 

 

(2) インパクトの特定 

筑波銀行は対象先の事業内容や活動地域等についてヒアリングを行い、バリューチェーンの各段階において
発現するインパクトを分析し、特定したインパクトカテゴリを SDGsに対応させてインパクトニーズを確認した。また、
当社の事業活動が影響を与える地域におけるインパクトニーズとの整合性について、持続可能な開発ソリューシ
ョンネットワーク（SDSN）が提供する SDGダッシュボードなどを参照し確認した。 

 

(3) インパクトの評価 

筑波銀行は特定したインパクトの実現を測定できるようインパクトの内容を整理してKPIを設定した。ポジティブ
インパクトは SDGs 達成に寄与する取り組みとして追加性があると判断した。また、筑波銀行が掲げる重点課題
（マテリアリティ）と方向性が一致することを確認した。 

 
  

                              
1 2024年 5月 31日付セカンドオピニオン「株式会社筑波銀行 ポジティブインパクトファイナンス実施体制」 

https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2024/05/news_release_suf_20240531_jpn_5.pdf 
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① 環境負荷の低減 

インパクトの種類 環境的側面においてポジティブインパクトの拡大 

環境的側面においてネガティブインパクトの緩和 

インパクトカテゴリ 「エネルギー」「気候の安定性」「大気」 

関連する SDGs 

  

具体的な取り組み ・環境に配慮した船舶の導入や入れ替え 

・船体のデザインについて低燃費型船体の採用 

・バイオ燃料の有効活用、船体摩擦削減 

・洋上再生可能エネルギー建設工事に係る新技術の導入 

・洋上風力発電建設に係る人員輸送の効率化、安全性の確保 

・水中部の可視化及び遠隔操作による作業効率化 

・CTV(洋上の風力発電施設等へ作業員を輸送する高速船舶)の導入 

KPI・目標 ①売上高 1百万円あたりの燃料使用量 

・軽油：18.16L、ガソリン：18.80L（各々2029年 9月期まで） 

直近実績 軽油：30.26L、ガソリン：31.33L（2023年 9月期） 

 

②洋上風力発電プロジェクトへの参画 

・累計 8プロジェクト（2025年度から 2029年度） 

直近実績累計 1プロジェクト（2024年 9月期） 

 

③環境配慮型船舶（※1）の導入割合 

・80%（2029年 9月期まで） 

直近実績 41%（29隻／全体 70隻）（2024年 9月期） 

※1：環境対策型エンジン搭載船(NOx 抑制型・省燃費型・電子燃料制御型)、バ

イオ燃料使用船、ソーラーパネル・蓄電システム設置船 

② 災害から生活を守る 

インパクトの種類 社会的側面においてポジティブインパクトの拡大 

経済的側面においてポジティブインパクトの拡大 

環境的側面においてポジティブインパクトの拡大 

インパクトカテゴリ 「自然災害」「インフラ」「水域」 

関連する SDGs 

   

具体的な取り組み ・従業員の技能向上、次世代を担う従業員への技術継承 

・水中の構造物の調査や点検が行える船舶や閉塞された水域(ダム・河川・湖・沼

等）での工事・調査作業が可能な水中ドローンなど新たな設備の導入、特許技術

の活用 

KPI・目標 ④サルベージ（海難救助）関連の受注件数   

・累計 10件（2025年度から 2029年度） 

直近実績 2件（2024年 9月期） 

 

⑤国土強靭化に資する工事（※2）の受注金額 

・5,000百万円（2029年 9月期まで） 

直近実績 3,959百万円（2024年 9月期） 

※2：港湾・河川・湖沼・橋梁等における建設・維持・修繕・改良・耐震・護岸工事 
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③ 安全への取り組み 

インパクトの種類 社会的側面においてポジティブインパクトの拡大

社会的側面においてネガティブインパクトの緩和 

インパクトカテゴリ 「雇用」「健康および安全性」 

関連する SDGs 

 

具体的な取り組み ・安全活動の推進 

・安全大会の開催 

・施工検討会や現場パトロールの実施、第三者の検証 

・PDCAサイクルに基づく活動の徹底 

・ITを活用した自己啓発のサポート 

KPI・目標 ⑥安全への取り組み 

・重大災害（※3）発生件数ゼロ 

直近実績 過去 5年以上 0件 

※3：休業 3日以上の人身災害、大規模公衆災害 

 

⑦専門資格（※4）保有者 

・130名（2029年 9月期まで：重複含む） 

直近実績 110名（2024年 9月期：重複含む） 

※4：1,2級土木施工管理技士、1,2級建設機械施工技士 

④ 働きやすい職場づくり 

インパクトの種類 社会的側面においてポジティブインパクトの拡大 

社会的側面においてネガティブインパクトの緩和 

インパクトカテゴリ 「雇用」「健康および安全性」 

関連する SDGs 

  

具体的な取り組み ・柔軟な勤務制度の整備 

・多様性に配慮した職場づくり 

・有給休暇取得率向上、ノー残業デーの実施 

・有休取得や健康増進のモニタリング 

KPI・目標 ⑧有給休暇取得率 

・70％ （2029年 9月期まで） 

直近実績 43.2%（2024年 9月期） 

 

⑨ノー残業デー実施回数 

・月 2回/人：実施率 100%（2029年 9月期まで） 

直近実績 月 1回/人：実施率 100%（2024年 9月期） 

 

⑩女性が活躍できる職場づくり 

・女性技術職者 12名（2029年 9月期まで） 

直近実績 4名（2024年 9月期） 

 

 

 



セカンドオピニオン 
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(4) モニタリング 

筑波銀行は対象先の担当者との会合を少なくとも年に 1回実施し、本 PIFで設定した KPIの進捗状況につい
て共有する。日々の営業活動を通じた情報交換も行い対象先のインパクト実現に向けた支援を実施する。 

 
以 上 


